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一部負担金が年齢によって変わります。
少子化対策により３歳未満の乳幼児の一部負担金が３割から２割になります。
また、７０歳以上の高齢者の一部負担金は１割になります（一定以上の所得者は２割負担）。

高額医療費の自己負担限度額が変わります。
同じ人が同月内に同一の医療機関に支払った自己負担額が高額になった場合、申請により認められると、自

己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
ただし、７０歳以上と未満に分け、７０歳以上の外来については、まず個人単位で外来の自己負担限度額を適用し、
その後、入院の自己負担限度額を合算します。そして７０歳未満の合算対象分とあわせ、世帯全体の自己負担限
度額を適用します。
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退職者医療制度の対象年齢が７５歳未満に変わります。
老人保健での対象年齢の引き上げにあわせて、退職者医療制度の対象年齢が７０歳未満から７５歳未満に５年間

で段階的に引き上げられます。
７０歳以上の退職者医療制度の対象者の自己負担は、１割（一定以上の所得者は２割）となります。

外来薬剤一部負担金が廃止されます。（平成１５年４月１日から）

退職被保険者の一部負担金が変わります。（平成１５年４月１日から）
被用者保険における一部負担金の見直しにあわせて退職被保険者（被扶養者を含む）の一部負担金が３割に

なります。
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改正されます。


